
障害基礎年金受給権者所得状況届等市町村事務処理要領

第 1 目的

この処理要領は国民年金法施行規則(第 36条、第 36条の 2、第 36条の 3、第 36条の4、

第 36条の 5) に基づき、国民年金障害基礎年金受給権者(年金コード r2 6 J ・ r 6 3 J以下

「受給権者Jという。)の国民年金受給権者所得状況届又は現況届・所得状況届(以下「現況届

及び所得状況届」としヴ。)を提出することにより、引続き年金を受ける権利の有無を確認する

ために、市区町村における審査及び事務処理の要領を定めるものである。

第2 基本的事項

1.現祝届及び所得状況届の意義

現況届及び所得状況届は、国民年金法施行規則の定めるところにより、受給権者から個々

に提出させ、引続き年金を受ける権利の有無を確認するために、毎年7月 1日から 7月 31 

日までに、前年の所得に対する所得状況届等を添付して、厚生労働大臣に提出しなければな

らない。(ただし、住基ネットにより本人確認情報の提供を受ける受給権者は現況届の提出

は不要)

なお、その審査結果によって、当該年8月から翌年 7月までの一年間に年金を支給するか

否かを、現況届及び所得状況屈により決定されるため、その事務処理は、的確に行わなけれ

ばならない。

2.現況届及び所得状況届等の取扱い

(1)日本年金機構愛知事務センター(以下「愛知事務センターJとしづ。)から受給者

へ送付される届(様式 1-1~1-8) 等は、受給権者等が所定事項を記入し、提出

させるものである。

( 2)愛知事務センターから市区町村へ送付される「国民年金障害基礎年金・遺族基礎年

金所得状況届連名簿J (以下「連名簿」とし 1 う。様式 2 の 2-1~2 の 2 -3)に基

づき所得審査等を行うこととしているが、従来から、市区町村が作成している「障害・

遺族基礎年金所得状況届関係連名簿J (以下「市町村連名簿j とし 1う。様式3-2) 

を使用しでも差し支えない。

( 3)受給権者から、現況届及び所得状況届等の提出があったときは、連名簿又は市町村

連名簿の記載事項を確認させたうえ、確認印をとる(市区町村送付控連名簿の氏名欄

等に)こと。

(4)次の受給権者は、現況届及び所得状況届の提出は要しない。ただし、③~⑮までの

受給権者については、所得状況届の提出が必要である。

(支給停止となる者)

①他の公的年金を選択受給している者

②労働基準法の規定による障害補償等を受けている者



③障害の状態が障害等級(1級・ 2級)に該当していない者

④障害基礎年金の額以上の公的年金(政令で定めるものに限る)を受けている者

⑤刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者

⑥少年院、その他これらに準ずる施設に収容されている者

⑦日本国内に住所を有しない者

(次の日以後、 1年以内に指定日(7月31日)が到来する者)

③障害基礎年金の裁定が行われた日

⑨障害基礎年金の額の改定が行われた日

⑮その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給停止が解除された日

第3 市区町村の事務取扱い

1.受給権者の把握

市区町村は、受給権者の把握については、愛知事務センターから送付される連名簿等に基

づき把握する。なお、新規裁定者及び転入者等の把握については、必要に応じ愛知事務セン

ターから送付される「国民年金・短期年金受給権者連絡票J (様式4)等に基づき行う。

2.所得額の確認、

受給権者の所得額の確認については、所得額、所得税額、市町村民税額その他事項を住民

票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税台帳、国民健康保険税(料)賦

課台帳等によりその事実を確認することになるが、この場合は、障害基礎年金受給権者所得

額等調査票(様式5)等を作成し的確に把握する。なお、市町村連名簿の作成を電算処理す

る市区町村においては、電算出力用の連名簿を作成する場合の取扱基準をもとに、所得額を

始めとする出力内容を十分点検する。

3.公的年金受給状況の確認

( 1 )現況届及び所得状況届を受理したときは、公的年金受給状況の聴き取り調査を的確

に行う。

( 2)公的年金受給のため一部支給停止の者、又は新たに旧法による公的年金受給権者と

なった者から現況届及び所得状況届の提出があったときは、支給停止関係届に公的年

金額改定通知書の写し等を添付して届出させる。

( 3 )新法による公的年金受給者については、支給停止の解除を申請する届出(年金受給

選択申出書)を添付することになるので、特に留意する。

(4 )全額支給又は、 2分の 1の支給となっていた者から、公的年金受給の申出があった

ときは、前記 (2)又は(3 )に準じて行う。

4. 現況届及び所得状況届等に係る留意事項

( 1 )所得状況届を市町村連名簿で使用するときは、愛知事務センターから送付された連

名簿と照合し①(摘要)欄に不突合等の理由を記入する。

( 2 )有期認定者から診断書が提出されたときは、愛知事務センターから送付される国年



短期診断書要提出者一覧表(様式6) と照合し、内部障害のうち呼吸器疾患による障

害については胸部レントゲンフィルムを、心疾患による障害については心電図及び胸

部レントゲンフィルムの添付もれがないよう特に留意する。

(3 )指定日以降に現況届及び所得状況届の提出があったときは、 「国民年金 障害基礎

年金遺族基礎年金所得状況届J (様式 7) を添付のうえ、愛知事務センタ}もし

くは年金事務所へ送付する。

第4 連名簿の審査及び記入要領等

現況届及び所得状況届は、次により審査するとともにその結果を連名簿の所定欄に記入する。

1.受給権者が転出又は死亡しているとき

( 1 )転出しているときは、所得審査は不要である。

(2 )死亡しているときは、所得審査は不要であり、生計同ーしている遺族等に未支給請

求書又は死亡届の提出を指導する。

2.連名簿の記入要領

連名簿の様式は、市区町村等記入用の 3部複写を 1組とし、'jJrJ紙 1の項目が出力されてい

るので、市区町村においては、太枠内(④欄)を記入する。

( 1 )所得額

受給権者の所得額が、所得制限限度額表(別途連絡)の基準数値を超えるものにつ

いては、所得額を記入する。なお、 2分の lの支給停止限度額未満のときは、所得額

欄に、 「限度額以下Jと表示し所得額の記入を省略して差し支えないこと。

(2 )扶養親族等の数及び諸控除

①「扶 人」欄は、控除対象配偶者と扶養親族の合計数を記入する。

② r (者扶 人)欄は、 「扶 人J欄に記入したもののうち、老人控除対象配

偶者及び老人扶養親族の控除対象者の合計数を再掲する。

③ r (障 人)J欄は、 「扶 人J欄に記入したもののうち、特別障害者以外

の障害者控除の対象となっている人数を再掲する。(20歳前障害の障害基礎年金

受給者を除く)

④ r (特障 人)J欄は、 「扶 人」欄に記入したもののうち、特別障害者控

除の対象となっている人数を再掲する。 (20歳前障害の障害基礎年金受給者を除

く)

⑤ r (特扶 人)J欄は、 「扶 人」欄に記入したもののうち、特定扶養親族

控除の対象となっている人数を再掲する。

⑥「障・特障・者・寡・寡特・勤」欄は、本人が障害者・特別障害者 (20歳前障

害の障害基礎年金受給者を除く)、老年者、寡婦(夫)、寡婦の特例、勤労学生の

各控除の対象者であるときは、該当事項をOで囲む。

⑦「控除」欄は、受給権者本人が雑損控除、医療費控除、社会保険料控除等の控除

を受けているときは、当該事項をそれぞれOで囲み控除額を記入する。



③「控除後の額J欄は、所得額から控除額を引いた額を記入する。

( 3 )電算処理により作成する市町村連名簿については、前期 (1) '" (2) に準じて取

り扱う。

3. 連名簿の記入上の留意事項

連名簿の記載内容等を審査した結果、右余白に、次の事項を記入する。

( 1 )前々年以前の所得状況届の提出が必要な者は「⑪有り」と記入する。

(2 )他年金受給者で支給停止関係届の提出が必要な者は「支給停止額変更届有り j 等と

記入する。

( 3 )他年金受給で全額支給停止となっている者は「公的年金証書の記号番号j を記入す

る。

(4)現況届及び所得状況届の未提出者は「⑤未提出」と記入する。

( 5 )診断書の未提出者は r@未提出Jと記入する。

(6 )他年金受給者で他年金を選択受給している者は、 「③Jと記入する。

( 7)住民基本台帳による確認に基づき次のとおり記入する。

4. 認証

①死亡していることが判明したもの

roo年00月00日死亡j

②転出していることが判明したもの

roo年00月00日 00県00市区町村へ転出j

審査記入を完了した連名簿(送付用)には、市区町村長の認証を行う。なお、認証につい

ては、連名簿の最終・頁の余白に一括認証して差し支えないものとする。

5. 連名簿の添付書類

受給権者が当該年の 1月 1日現在、他の市区町村に住所を有していたときは、旧住所地の

市区町村長の所得・課税証明書を添付する。

6. 連名簿記載内容の訂正

連名簿を愛知事務センターもしくは年金事務所へ送付した後、その記載内容に訂正を要す

る場合は、 「老齢福祉年金等所得状況訂正願J (老齢福祉年金定時届市町村事務処理要領の

様式)に訂正後の国民年金 障害基礎年金遺族基礎年金所得状況届を添付して送付する。

第 5 現況届及び所得状況届等の事務処理スケジュール

現況届及び所得状況届に係る主なスケジューノレ等

1.受給権者あてに送付されるもの

現況届及び所得状況届(診断書を含む。)は愛知事務センターから直送・ 6月末日

2.愛知事務センターから市区町村へ送付される帳票等

(1)連名簿 (3部複写・様式2の2-1"-'2の2-3) 

( 2 )国年短期診断書要提出者一覧表(様式6)

-・ 6月中旬

・同 上



(3)公的年金受給者一覧表(一部支給停止者のみ出力。様式8) ・・・・向 上

(4)裁定年月日 1年未満者一覧表(様式9) ・・・・・・・・同 上

(5 )額改定後 1年未経過者一覧表(様式 10) ・・・・・・・・・・・・向 上

(6 )加対者 18歳・ 19歳到達者一覧表(様式 11) ・・・・・・・・・向 上

(7 )住所転入・転出者一覧表(様式 12'""'-'13) ・・・・・ 6月から 9月まで毎月

3.現況届及び所得状況届等の愛知事務センターもしくは年金事務所への提出期限

8月 10日(土休日の場合はその翌日)までに送付する。なお、診断書(レントゲ

ンブイノレム等の添付を含む。)が提出された場合は、国年短期診断書要提出者一覧表

に処理経過等を記載し、提出期限にかかわらず速やかに送付する。また、受給権者か

ら現況届及び所得状況届等の提出時において、住民基本台帳、課税台帳及び他年金受

給の確認をすることにより、現況届及び所得状況届等の記載内容に相違がある場合は

別紙2の諸変更届の届書等を提出させる。

4. 現況届及び所得状況届等の愛知事務センターにおける入力時期

OCRr援票による入力時期・・・・・ 8月 1日'""'-'9月 10日



別紙 1

連名簿の出力内容及び変更関係届書

出 力 項 目 摘 要 関係届書

①年金証書の記号番号 年金種別毎の記号番号順

②住所 受給権者の住所 住所変更届等

|③他年金受給の有無 有の場合は「アリ」 支給停止関係届

無の場合は「空白J 選択申出書

④本人 本人の所得額等

⑤扶養義務者等 扶養義務者の所得額等

⑥氏名 受給権者の氏名 氏名変更届

⑦生年月日 受給権者の生年月日 再裁定届等

③差号! 差引認定割合(なければ00)

⑨傷病名・診断書コード

⑮年金額 加算額、停止額がある場合は 加算額不該当届

留意のこと

⑪有数・年度 有期年数と起算年度

⑫等級 障害等級

⑬年金事務所等の審査 審査と決定事項の記入欄

備考欄 年金の支給状態(支払保留、 関係届書

差止、停止)



別紙2

諸 変 更 届

届書名 提出を必要とする事由 添付書類

年金受給選択申出書 二つ以上の年金のどれか一つを選択 受給権を有する年金の年

(様式第201号) するとき(年金の支払いがすべて社 金証書の記号番号を確認

会保険庁から行われる場合) できる書類

年金受給選択申出書 二つ以上の年金のどれか一つを選択 受給権を有する年金の年

(様式第202号) するとき(年金の支払いが社会保険 金証書の記号番号を確認

庁と共済組合の組み合わせの場合) できる書類

未支給年金・保険給付請求書 死亡した人の未払いの年金給付を受 死亡者の年金証書、死亡

(様式第203号) けようとするとき の事実・身分関係・生計

同ーを明らかにできる書

類等

年金受給権者死亡届 年金を受けている人が死亡したとき 死亡者の年金証書、死亡

(様式第204号) を証する書類

年金受給権者氏名変更届 受給権者の氏名訂正・変更 年金証書、戸籍抄本等

(様式第237号)

年金受給権者住所・支払機関 住所・支払機関を変更したとき

変更届 (様式第238号)

加算額・加給年金額対象者不 加算対象者が死亡・養子縁組又は生

該当届 (様式第205号) 計維持関係に異動があった場合

国民年金受給権者支給停止事 他の制度から旧法による公的年金の その年金給付の名称・支

由該当届 (様式第250号) 年金給付を受けられるようになった 給額等を明らかにする年

ことなどにより、年金の支給が停止 金証書の写し等

がされるとき

国民年金障害基礎・遺族基礎 他の制度から旧法による公的年金の その年金給付の変更後の

年金受給権者支給停止額変更 年金給付の支給額の変更などのため 支給額を明らかにする年

届 (様式第251号) 支給停止額が変更となるとき 金証書の写し等

国民年金受給権者支給停止事 支給停止事由がなくなったとき 戸籍謄本、診断書等、支

由消滅届 (様式第252号) 給を停止すべき事由が消

減したことを明らかにす

る書類



障害基礎年金の診断書の種類と主な傷病名

「傷病名 i三土L一二了一一一-I竺戸病一一五二 二二

眼の障害 (診断書コ}ド 5) ・・・・・・・・・・・・・・.............•••..• ，診断書様式第120号の1

凶竺見器の雨・外傷哩型宗聖位、扇面詰了再開、的墜と竺号:函i実説Jヲモり極」
聴力・鼻腔・口腔の障害 (診断書コード 4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・診断書様式第120号の2

I 16 耳の疾患・外傷|感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、ろうあ、喉頭摘出術後遺症、上下顎欠菩

号腔:口腔・そしゃi中枢性平衡失調、外傷性鼻科疾愚 l 
l く・言語の障害

肢体の障害 (診断書コード 6) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0診断書様式第120号の3

I 03 骨関扇万結核(力三天語長;画面炎、股関節結長一一一一一一一一一 「
07脳血 管 疾 患 j脳卒中、脳梗塞、脳血栓、くも膜下出血 寸
11 脊柱の外傷|脊椎圧迫骨折、脊椎骨粗髄 ! 

12 上肢の 外 傷 | 上 肢 の 切 断 ・骨折

13 下肢の外傷 i下肢の切断・骨折

l14 その他 の外 傷川1• 12 • 13山外傷 1 
17脊柱の疾患 脊椎分離症、椎間板ヘルニア、頚(肩)腕症候群、脊椎すべり症 | 

I 18 関節の疾患 慢性関節リウマチ、先天性股関節脱臼、変形性股関節症、 i 
上[腕病、エリテマトーデス (S印)]一一一一一一一一一 一 一 一 一J

19 中枢神経系の疾患 パ斗ンソン病スモン病筋ジストロフィー症 ミオパチーポリオ脳性まじ

i髄膜炎、有里明塑色理室___________.__1 

精神の障害 (診断書コード 7) . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .診断書様式第120号の4

lm梅 jh瓦二二 二
06 精 神 障 害 統合失調症(精神分裂病)、蝶うつ病、非定型精神病、アノレコ}ノレ中毒精神病、

(05、28を除くウェルニッケ・コルサコフ症候群、アルツハイマー病、ピック病

I 28 知 的 障 害 l知的障害、精神発達遅滞、ダウン症候群、コルネリア・ド・ランゲ症候群、 i 
iレット症候群、アスペルガー症候群、自閉症、てんかん、 [水頭症]

呼吸器疾患 (診断書コード 2) .................................診断書様式第120号の5

01呼吸器系結核|肺結成1露間] 一一 一一一一一一一一一]

I 10 じ ん 肺 症|じん肺症、珪肺症、石綿症

h聖~毛;型匝恒一層亙畦里諒ぜ二二二二二二ゴ
心疾患、 高血圧 (診断書コード 3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....・・・・・ e診断書様式第120号の6-(1)

[09循環 器系の疾 J患心筋梗塞狭心症僧帽弁閉鎖不全症冠状動脈硬化症大動脈弁狭窄症 l 
lフアロー四徴症、慢性心包炎、肺性心 | 

27 ~聖一一-EF坦4E-lff哩坦塑坐企哩f吟堕) 一一~-~~
腎・肝疾患、糖尿病 (診断書コード 8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・診断書様式第120号の6一(2)

I 21 腎- 疾 患|慢性腎炎、腎不全、慢性糸球体腎炎、腎孟腎炎、ネフロ}ゼ症候群 ( 

: 22 肝 疾 患i肝硬変、肝炎、肝膿蕩 | 

25 糖一 尿 病|糖尿病(合併症がある場合は、合併症の診断書

その他の疾患 (診断書コード 9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.......p 診断書様式第120号の7

~J~函五重量画趣
実 01・02・03以外の結核

.よるダンピン

i性貧血、白血



所得状況届等事務処理の流れ (平成22年度)

日本年金機構本部 愛知事務センター 市区町村 受給権者

所得状況届等(診断書) 所得状況届等(診断書)
所得状況届連名簿 所得状況届連名簿 所得状況届連名簿

¥ 

6月7日 診断書要提出者一覧表 診断書要提出者一覧表 診断書要提出者一覧表

公的年金受給者一覧表 、 公的年金受給者一覧表
¥ 

公的年金受給者一覧表

裁定年月日一年未満者一覧表 〆 裁定年月日一年未満者一覧表 / 裁定年月日一年未満者一覧表

額改定後一年未経過者一覧表 額改定後一年未経過者一覧表 額改定後一年未経過者一覧表

6月11日
加対者18歳・ 19歳到達者一覧表 加対者18歳・ 19歳到達者一覧表 加対者18歳・ 19歳到達者一覧表

住所転入・転出者一覧表 住所転入・転出者一覧表 V主所転入・転出者一覧表

{所得状況届等(診断書o ~(所得状況届等(診断書01
6月末日 公的年金受給者一覧表にもとづき支給停止

額変更届(様式251号)を添付して送付
7月1日

以降 診断書要提出者一覧表に受付年月日を
f-ト診断書を受付けたら早期に送付く記載のうえ内容点検し認定依頼する

*認定結果で障害不該当等により支給停止と

なった場合は、前回認定時の診断書と内容を

確認すること o

8月l日
/ 

(OCR入力理 (9月 10日まで)、

8月10日
/ 所得状況届等(愛知事務センター・年
1 金事務所へ)の送付期限

9月21日 {諸変更締切日 iく (現況届処理票による窓口入力締切日)

額改定報告書等は9月3日に必着

するように進達すること。
10月初旬 (差止通知書発送予定日)

、、
/ 



所得額

総所得 金 額
(地方税法第32条第1項)

事業(営業蘭農業歯その他)不
動産現利子・配当且給与・雑・
一時の各所得の合計額

+ 

所得制限の対象となる所得額と諸控除額

退職所得金額
(地方税法32条第1項)

l同雨同額1 1土地等に係る事業所得等の金額|+ -. ---. . -- ----， 
(地方税法32条第1項)!地方 税 法 間 関 第33条の3第1環

長期譲渡所得の金額

注1

+ I短 期譲渡所得の金額+ 商品先物取引に係る雑所
得等の金額

+条約適用利子等の額と条約
ヨ配当金等の合計額 一注1

(地方税法附員'J34条第1環) (地方税法附則35条第1項) (地方税法附則第35条の4第1 (租税条約実施特例法第3条の2
の第4項と第6項)

施行令第6条の2第1項に
規定する所得金額の合計額

注1 租税特別措置法の規定による特別控除額を控除しないで計算した額であること。

2 控除額

雑損控除額
(地方税法34条第1項第1号)

障害者控除

注2

地方税法34条第1項第6

+ 

+ 

医 療費控除額
(地方税法34条第1項第2号)

注2

地方税 法34条第1項第6

+社会保険料控除額+
(地方税法34条第1環第3号)

+ 
寡婦(夫)控除
(地方税法34条第1項第8号)

肉用牛の売却による事業所得に対す-施行令第6条の2第2項
る所得割の免除に係る所得の額 に定める控除額の合計

(地方税法鮒則第6条第1項

小規模企業共済等掛金控除額I . I配 偶 者 特 別 控 除 額
+ 

(地方税法34条第1項第4号)I . 1<地方税法制条第1項第10号の2)1

+ 
寡婦(夫)控除の特例E

(地方税法34条第3項)I . 
勤労学生控除
(地方税法34条第1項第9号)

注2 障害基礎年金の所得を計算する場合において、受給権者本人は控除できない。(施行令6条の2第2項)
配偶者、扶養親族が障害者の場合で年金種別が26，63(平成6年法改含む)の障害基礎年金受蛤者については控除できない。



控除額一覧表

(平成22年度)

メ¥¥受給権者本人の所得から控除されるもの

障害基礎年金

雑 損 控 除 控除相当額

医 療 費 控 除 向上

社 バ2与~ 保 険 料 控 除 向上

小規模企業共済等 掛金控除 向上

配 {寓 者 特 別 控 除 向上

記偶者・扶
障 害 者 控 除 * 270，000 

養親族が該
当する場合

特別障 害者控除 * 400，000 

障 害 者 控 除

特別障害者控除

所得者本人
老 年 者 控 除

が該当する
場合

寡婦(夫)控除 270，000 

寡婦控除の特例 350，000 

勤労学生控除 270，000 

肉用牛の売却による事業所得に対
免除所得額

する所得割の免除に係る所得の額

* 20歳前障害の障害基礎年金受給者を除く(令6条の2第2項2号)



平成22年度における所得制限限度額表 (平成 14年 8月改定)

所¥¥得1σ1区分 扶養親族1 等1t1数¥ O 人 人 2 人 3 人 4 人 5 人 備 考

老

本 齢

人

所 障

千尋 貸仁コ主

L・ー

政令における

収入 2，536，000 3，080，000 3，620，000 4，096，000 4，572，000 5，044，000 
限度額は、所
得ベースで規
定している

全額支給停止

所得 1，595，000 1，975，000 2，355，000 2，735，000 3，115，000 3，495，000 

収 入 6，452，000 6，890，000 7，312，000 7，734，000 8，157，000 8，579，000 

全額支給停止

所得 4，621，000 5，001，000 5，381，000 5，761，000 6，141，000 6，521， 000 

収入 5，184，000 5，656，000 6，132，000 6，604，000 7，027，000 7，449，000 

一部支給停止

所得 3，604，000 3，984，000 4，364，000 4，744，000 5，124，000 5，504，000 

(キ)扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族である場合は一人につき10万円を、特定扶養親族である場合は

一人につき25万円を上記に加えた額とする。



栂祉税金"と他の合的隼金需どの古事納創建・ ~M臨時限早宮Z袋
時給 O遺奴・支給料

省年首長 60改 60改 老齢欄

相祉年金書Fのf面販 30. "12 5 .1""28 主~.，興会。4巴 金によ 鼻によ
.tt.隊 る剛容 る道Jl

勉母公約事金等の積怨 嘗'a;礎 1i翼穆 盗塁E均E
年金 金 会

調書~.*強t:よる年金 c o o レ/
厚生年金量産機按1!よる隼金 c D O • ..保険酪なよる報企 • • • • 賓窓会2野員等共隣組合格J:よる年金 。O む • 地方公郡婦理事典者華麗合法巴よる集会 o o o • &.戎学校教111.鈴棒組合俸による匁企 c o o • 
』県林司..Im.体草島民共務鼠合桧による隼金 o o O • IB績浪.. 金棒による皐金 o 。O 日空:
限厚生部金繕による年金 む • • • 陸鋤見書展備緯程よる年金 D • • • 園調司E昔~.At事共前線合践による都金 D • • • 回Je方公都民事事共僚組合法による帯金 O • • • 111私立学段数殿JI.共演組合滋巴よる年金 。• • • 
IIU耳鼻漁業9~事事翼民共棟続合法による.q.食 O • • • 国禽IIU勅量匹余様 • • • • 地方島金書員共糠禽が糞鎗する年金 • • • • 地方公aAco還機年金~D躍する保測による年金 • • • • 事さ主年金探検1ff:Rl1ZS粂の民獲による想像 • • • • 敏行官滋樹1胃13~をの脆建巴よる脅ItSlt • • • • 

【悶4r.総36魚のZ‘60，説得.fI 1魚、 28議 101}‘:32~隆容刷、
漉rt令4条の9.S~設の S 、I'Il ltt礼 4 6~J 

，..銭 60et 8011: 密輸観
割拠年金!Jo掴剣 3O:l島 flI25 締28 後集会

唱'41: 議<<:..t 換によ
J:6J1事 尋掠書 .. 怠農

倦め公的年金書Fの纏煩 書"艶 並鶴想 援艶僧
年金 金 金

思拾S豊1:よる!1m恩給‘"耳障維像，特例盤繍恩給‘
公務銭助斜‘特例民助将{負傷、 llJiIJ叉賎IE亡の話番 合 会 会 合
草寺@構Qが大尉又はこれほ沼運5ずるものJ;.tヤであ事
~宥I::mð)

..1::21;1持の恩給綾位よる年金 • • • • 喰..尊重聖戦没者選鏡*揖痩議むよる陣容草食{曹人

軍属~Iま取軍属であ辛抱;f)、遺族爺金‘ i!UI紬与 合 .* 合 合
金

上S型以外の舷信調理場管理tftt者泡焼却DlRt.量による年金 • • • • IB+I:よる鈴憐援合得からの年金受給告のための拘
別措置告書とよりm<<公務員等共演抱合迎合会が支給 合 合 食 合
ずる陣容苦手索、持続事会

上腿以外の10<1ト1:よる共事守組合噂からø年余受胎~
のための特別措思擦によ雪富家公務員君事典清輝舎適 • • • • 会合が支給する年金

思案公t書風格共積極合趨t-合又11固定金綴Il智』事前
組合で.JR.各設省悲し<1ま臼本電信電話犠飛愈詑 合 ~ 合 宮骨
I:maずる験貝をも舎で程調量ずおものが覧絡する樽
曾停会、公'154事会、持職種金

上記以外o衛調E公務員等共慣組合麹骨会叉総額家公

IUI骨量寺院組合't.JR'=制L慈し<1:11:1*也監司E • • • • m.t書式会後巳続臆する穂貝をも唱で組織するものが

支給する部金

来帰還者留守1:，盤等援護盗による欄守手議 • • • • 労働者災容締健保険濯による都金 • • • • 際家公務員!l..償傑微誌による年金 • • • • 地方公f!負県警補償保鏑鎗及び操慨による年金 • • • • 公立争伐の学捜冨‘耳障It.骨科I!1(U~段集刻般の公
務災都練訴に悶ずるtlitlu:::mづ〈余僚の総悲のよる • • • • I ~I~金



く参考>

陸海軍階級一覧表

区 分 陸 軍 海軍 (s.17. 11. 1以降)

大 将

中 将

少 将 陸

大 佐 軍

将校 中 佐 と

少 佐 同

大 尉 じ

中 思す

少 尉

准士官 准 尉 丘 歯同 長

苗同 長 上 等 丘 曹

下士官 軍 曹 一 等 兵 苗同

イ五 長 一 等 兵 歯同一

丘 長 水 兵 長

上 等 兵 上 等 水 兵
王と

一 等 兵 一 等 71< 兵

一 等 兵 一 等 水 兵一 一



底昨骨

~ 

~葺~ 

思

教

官
結

轍

民

法

... 司、 護
文

-鯨職ft 宮
、..，.

持

越

組

民

告J! 

翼民

33fE UE f 

高る
，働‘関

戦争卦務に関保のある法的年金の見分け方

年金的事件

著書 議 車 結

増 組 思 結:

鋳 病 年 金

普通訣勘科

器時訣勘軒

増加非~托訣助耗

替 通 思 拾

増 1m 思 結

僻窮年金

普通怯助科

企 務 2長助特

増加非岳死扶助特

普 通 思 結

増 加恩給

f器病年‘金

替 部扶 助科

母艦扶助耕

増加非公托扶助軒

普 題 患 捨

地 金B 思 結

1語 栴 年 金

普組扶 JIJJ軒

金結扶勤耗

精加非玉E宛践助特

桂 通 思 結!

瓦 酷 年 金

宅千 f樋 ~ 給

主唱 1m 思 結

i酪 絹年金

害事組銑鋤科

去五鞠扶助軒

経奮の龍寺

ふ もE

ふ ろ

ヰも ず、、

ふ fま

J、

ふ tま

事 島、

事 ろ

事 r、-

~ i主

き

~ tま

!t Lも

け ろ

It ，、、

4t ，t 

け

tす tま

た も、

た ろ

た r¥  

た は

た

式= tま

し

‘F 、-

L ‘ 
〈 ろ

r、、

(1 
的.)民

〈に 長略大
広・麟

戦争卦輯で
あるもの

A 

A 

A 

品

A 

A 

A 

凸

A 

A 

A 

ぬ

O 
O 

O 

鞍争~替であるものについて

O聞はすべて棋譜

ム時拡一部盤嶺

髄 考

文嘗で次位掲げると魯の酪構)'U孟宛亡を蹄

留とするものは鞍争恐務として取fJt患う.

<D 戦地において文官として勤務中に眠時

英容を景';:たと告.

<2i. 1事的要臨に基づいて戦争に参加したと

き.

@戦犯とし拘禁中のと~.

倍朱掃愚公務員が暢国するまでの関のと

魯

母終戦に関連し喝いわゆる質経自殺をし

たとき e



区脅 年金の名称 証書の臨号
眠争~藷で

備 考あるもの

障害年金 結ア 撃f号iと死亡 O 恩給能上司王k韓民と~札ない軍属・構lfi
の 者の本轄地

認および卦韓怯助科専の膏給資陪が認めら
とき の剖

れない向絹の襲者どを対識とするe

結艇年金 給イ

協官量品雌錨質よ4 皇

軍属 A 草人恩給と関f払・盤翻‘内容によ 9.一
軍海 盤と戦争車奇襲を区制するa

の Id号t土騨害・追族とも一般，戦争岳務

過捺給与金 拾ウ と 準軍属 & の区別がない.
き

揺 騒 年 金 軍属，準草履で眠地等での酪病xcま死亡を

暁 失 年 金 E草間kするものは腕争恐誌として取母親

趣 住 SF 金 うe

障害遺続年金

陸聾
戦争最曹位よるもの

障害年金 。蹄 。

殉鞍年金 。拘 d 

選 聴 1F 金 部改正法による

1ft 失 王子 金 鮪容共前年金

遺 能 年 金 i立膝共龍王手金 を含む旬

鵠頼 j呂職年金

塁 通算退職年金

障害鐘続年金

船員零時年金

船員開審年金

船員造能年金

まE 崎 SF 金

障害年金 誕{書官共 事艇で戦地等での{括病五位死亡を路間とす

t戦争まと務のと~)
。蹄 箭組合に A 

るものは戦静公務として栴 ?f且う，

殉腕年金
お吋る配

。殉 組嘱醐λ 品
{親争卦轄のとき} 関係

動 脅 .fp: ft 

5Jt 品 有1 京J

来婦 還者 有lft

輩"蹄 .f，t m 
tc: 組 11-霊帥年金

fu so. 1時 持E 金 制改正fl~により

有t 遺 臨 iI~ 金 陣手f思9i年金

金 費噂 llt~ .ilU主席抗郎官を(~む

i事 IU 時計年全

臨 i監si JI~ 金

結 嘩輔年金

U: かん d近年金

i監先年金



区骨 年金の名称 証書の臨号
戦争最務で 傭 帯
あるもの

f由・lK
増加非器死扶勤特 〈ほ 長命大

車 広・鶴

皇室
普通恩給 も屯

結
増加思 結 〈 ろ O 
侮 構!f金 〈 4、 O 

た員 普通雄助科 〈 It 
按 る

長鵠 .)f{ 

安宮
草属 長務扶助科 < ，こ

民 -・ 史鰻
O 

言 拙・ lt
増加非長指扶助科 ( <<i 長・大

広・犠

普 題 思 結 り L 亀
Ia軍人・ 18耳皇軍人〈士宮候鋪生・海軍兵学

増 1Jn 思 結 り ろ O 校の生能等}等で戦争長掠tこよらない普趣

鶴病者漣襲名
り り

思拾帯tま}般の公的年金として車り担う.

陸 4寺 車4 年 金 ただし.普通恩給が増加思詩文は部病.. 

鱒 病 年 金 号 J¥  O 金tこ供給寄れている場合は戦争まと轄として

思
特例部病患給 号 ち O 取り担う，

普通扶艶科 り U. 

車 時h・東

結 ~器扶助科 りに 長盛大 O 
11:.ゅ熊

fdl ・東

法
噌bu葬会琵扶馳科 ワ t~ 長・大

広告熊

，剛.. 幸子 通 思 結 3うも 』、

軍 1按 お1 ，開、"" 持 合、 ろ O 

λ 海 酷 病 i[:. 金 -n‘ '¥ O 
、副d

韓併{詰栴思特 ヵー ち O 
普揺扶助金 V' (j: 

長~I， .班
~輯快動科 fJ・tこ ー大 O 

箪 託;・鵠

~h ..誕E
時金11~1!~児輯勤特 治‘iま ま~ .大

1よ・鵠

m .1 tll陸軍司E 人 号 と O 

g 符
-IIU i都 ll(:;巨人 治‘ と O 


